住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」

緊急セミナーの開催について
平成１９年５月に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が公布され、建設業者及び宅地建物取引業者の方が平成２１年１０月１日以降に引き渡す新築住宅には「保証金の供託」又は「保険への加入」が義務付けられます。
（財）住宅保証機構では、同法に基づく「住宅瑕疵担保責任保険法人」として５月１２日に指定され、６月２日より業務を開始いたしました。山梨県内においても、７月より（社）山梨県建築士会で業務を開始する予定でおります。

　つきましては、住宅瑕疵担保責任保険（まもりすまい保険）の概要等についてご理解を深めていただきたく、下記の通りセミナーを開催いたしますので、御多忙のところ恐縮ではございますが、多数の皆様方にご参加いただけますようご案内申し上げます。
記

【主　　催】（財）住宅保証機構　山梨県統括事務機関：（社）山梨県建築士会
【共　　催】（財）住宅保証機構

【日　　時】平成２０年７月７日（月）　　９時３０分～１２時００分

【会　　場】山梨県自治会館（甲府市蓬沢１丁目１５番３５号）
【内　　容】・保険制度の概要
　　　　　 ・業者登録制度から事業者届出制度への切り替え
　　　　　 ・保険契約にかかる重要事項の説明
· 設計施工基準の改正点
【定　　員】２００名（原則１社１名）

【受 講 料】無料
【申込方法】別紙申込書に御記入の上ＦＡＸにてお申込下さい

　　　　　　ＦＡＸ：０５５－２３３－５４１５
【申込締切】定員になり次第締め切らせていただきます


　　　　

(社)山梨県建築士会　行
(055‐233‐5415)
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お問合せ先　　（社）山梨県建築士会
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